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安曇野市耐震改修促進計画（第Ⅲ期）の概要 

概 要 

○ 計画の目的 

 本計画は、市内の既存建築物の耐震性能を確保するため、耐震診断とその結果に基づく耐震改修

を促進することにより、既存建築物の耐震性能の向上を図り、今後予想される地震災害に対して、

市民の生命、財産を守ることを目的として策定しました。 

○ 計画の位置づけ 

 本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき国が定めた基本方針、長野県耐震改修

促進計画（第Ⅲ期）及び平成 28 年３月に策定した「安曇野市耐震改修促進計画（第Ⅱ期）」を踏ま

えて策定しています。 

○ 計画期間 

  令和３年度から令和７年度までの５年間 

○ 計画の対象建築物 

  住宅、特定既存耐震不適格建築物（多数の者が利用 

する建築物等）、市有建築物 

〇 第Ⅲ期計画のポイント 

  １ 長野県北部地震、中部地震及び神城断層地震等の 

教訓を踏まえ、市民の生活基盤である住宅の耐震化 

を促進します。 

  ２ 県や建築関係団体等と連携し、耐震化啓発と耐震 

化支援の取り組みを強化します。 

  ３ 住宅については、耐震改修に加えて、建替え等の 

促進を図ると共に、アクションプログラムによる 

取り組みを強化し、耐震化を加速させます。 

〇 耐震化の現状 

 【住宅の耐震化率の推移】          【多数の者が利用する建築物の耐震化率の推移】 

 H20 から 13.6%上昇(県は、10.1%上昇)     市内民間 92%(県 87.9%)、公共 96.9%(県 98.3%) 
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「被災後もできる限り日常の生活を継続できる

まち」のイメージ 
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地域コミュニティ 

倒壊せず住み続けら
れる住宅 

徒歩圏内で住宅の喪
失機能を補完できる
身近な避難施設（地区
集会所、公民館等） 

救助･支援 

倒壊せず生活を支え
る病院、物販店舗等 

救援･救護活動
等の拠点 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

閉塞せず物資の運搬や 
救援が円滑に行える道路 

５ 

防災拠点施設 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国の基本方針及び長野県において想定される地震の規模、被害の状況並びに耐震化の現状

を踏まえ、令和７年における耐震化率の目標を以下のとおりとします。 

目標と主な取り組み 

◆対象建築物：昭和 56年５月以前（旧耐震基準）に着工された建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
多数の者が利用する建築物 

(耐震改修促進法第 14 条第１号) 

         

 

 

  

 

 
 

住  宅 特定建築物 市有建築物 

現状 83.9％ 
（持ち家85.4％） 

目標 ９２％ 

 例） 
  戸建住宅、アパート、 
  マンション 等 

  例） 
   学校、病院、 
   社会福祉施設、 
   ホテル、店舗 等 

市有施設のうち、 
  庁舎や災害拠点施設、 
  避難所等の施設 

現状 94.0％ 現状 97.2％ 

目標 ９５％ 目標１００％ 

◆住宅(持ち家)の耐震化率の目標 

令和７年に耐震化率の目標 92%を 
達成するためには、今後 1,120 戸 
の耐震改修が必要となります。 
【具体的な支援策】 
・耐震診断の支援 
・耐震性能の劣る住宅の耐震改修 
及び建替えの支援 
・古民家の外観を活かした耐震 
補強設計への支援 
【耐震化促進のための環境整備】 
・一定の知識を習得した改修事業者 
リストの公表 

◆特定建築物の耐震化率の目標 

令和７年に耐震化率の目標 95.8%を 
達成するためには、今後２棟の耐震 
改修が必要となります。 
【具体的な支援策】 
・県、関係部局と連携した所有者等へ 
の働き掛け（戸別訪問等の実施、支援 
制度の検討等） 
 
 

 
  

耐震性あり 
31,220 戸 
（92％） 

耐震性あり 
27,230 戸 
（83.9％） 

 

 
建替え等 
1,120 戸 耐震性不十分 

5,230 戸
（16.1％） 

 

 
2,710戸(８％) 

    Ｈ３０                    Ｒ７ 

 
  

耐震性あり 
161 棟 

（95.8％） 

 

耐震性あり 
142 棟 

（94.0％） 

 

 建替え等 
２戸 

耐震性不十分 
９棟 

（６％） 

 

 ７棟（4.2％） 

      Ｒ２                     Ｒ７ 

32,460 戸 33,930 戸 

168 棟 151 棟 

2/2 


